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項 目 
非  線  引  き  都  市  計  画  区  域 

都市計画 
区 域 外 

用 途 地 域 用   途   白   地   地   域 

用 途 の 
制 限 

用途地域ごとに定め
られた制限を適用  

特定用途制限地域の指定により、建物用途は制限される。 
（具体的な内容は条例で定める） 特定用途制限

地域指定なし 

従
来
と
変
更
な
し 

幹線沿道型 一般・環境保全型 

◆一定規模（3,000㎡）を超える店舗、事務所等 
◆大学、高等専門学校等 
◆一定規模（20床）以上の病院 
◆一定規模（600㎡）を超える老人福祉センター、
児童厚生施設等 
◆自動車教習所 
◆危険性や環境を悪化させる恐れのある工場、
危険物の貯蔵・処理の用に供する施設等 
◆一定規模（3,000㎡）を超えるホテル、旅館等
及び劇場、映画館、パチンコ屋等 
◆風俗施設 

◆一定規模（1,500㎡）を超える店舗、事務所等 
◆大学、高等専門学校等 
◆一定規模（20床）以上の病院 
◆一定規模（600㎡）を超える老人福祉センター、
児童厚生施設等 
◆自動車教習所 
◆危険性や環境を悪化させる恐れのある工場、
危険物の貯蔵・処理の用に供する施設等 
◆ホテル、旅館、劇場、映画館、パチンコ屋等 
◆風俗施設 

―― 

容 積 率 
用途地域ごとに定め
られた容積率、建ぺ
い率等を適用 

200％ 100％ 80％ 200％ 

建ぺい率 60％ 60％ 50％ 70％ 

高さ制限 12ｍ 10ｍ 10ｍ ―― 

開発許可 
対象面積 

1,000㎡以上 700㎡以上 
１ha 
以上 

最低敷地 
規模面積 

100㎡ （旧高松市） 
150㎡ （香川町） 
165㎡ （牟礼町、 

国分寺町） 

165㎡、 200㎡（香南町） ―― 

屋根不燃等 屋根及び木造等建物の外壁を燃えにくい仕上げとする（建築基準法第 22条） ―― 

①

②

③

 ●地域指定図  

 
①幹線 

沿道型 

一般・環境保全型 

②平地部  ③森林部 

建ぺい率 60 % 60 % 50 % 

容積率 200 % 100 % 80 % 

高 さ 12m 10m 10m 

 

凡      例 

幹 線 沿 道 型   
 

一般・環境

保全型  

(平地部） 
 

（森林部） 
 

用 途 地 域  
 

 

４車線以上道路 （指定幅：50ｍ）
２車線道路 （指定幅：30m）

●Ｈ16.5.17 線引き廃止に合わせ、用途白地地域に、新たな土地利用コントロール制度（特定用途制
限地域）を導入

●H23.12.1 特定用途制限地域について一部見直し（⇒現行制度）
 主として、一定規模以上の店舗や事務所の立地を制限
（幹線沿道型で、10,000㎡まで⇒3,000㎡まで、一般・環境保全型は1,500㎡までに据置等）

現行の特定用途制限地域の指定状況
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H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

1,500㎡超

～1,000㎡超

～500㎡超

用途地域外における店舗の建築確認状況
（百貨店、マーケット及び日用品販売店舗）

（件数）

線引き廃止（H16.5.17）

特定用途制限強化（H23.12.1）

H23.12.1の「特定用途制限地
域の一部見直し」による抑制効
果が表れているが、一定の店
舗立地が続いている

市全域における小売業の中核市比較
（Ｈ26商業統計）

 行政区域内人口当たりの売場面積は、
全国第３位、平均の1.30倍と、高水準

 一方で、店舗面積当たりの販売額は、
全国第32位、平均の0.94倍と、低水準

中核市

(千円/㎡)

1 佐世保市 1,323

2 豊中市 1,096

3 鹿児島市 1,089

…

32 高松市 848

…

900

店舗面積当たり

販売額順位

平均

中核市

(㎡/千人)

1 盛岡市 1,686

2 旭川市 1,446

3 高松市 1,432

4 宇都宮市 1,428

5 函館市 1,365

1,102

順位

1000人当たり

売場面積

平均

店舗の立地に関する課題
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市街地近郊エリア

市街地エリア

郊外エリア

田園環境の保全
沿道利用の制限

住宅開発の抑制
沿道利用の制限

H18 東山崎町
合計 約6,500㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約2,500㎡

H20 東山崎町
合計 約4,000㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約2,400㎡

H20 六条町
合計 約6,000㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約3,000㎡

H21 仏生山町
合計 約8,400㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約4,900㎡

H28 多肥上町
合計 約3,600㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約2,500㎡

H29 下田井町
合計 約6,400㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約2,000㎡

H29 成合町
合計 約4,500㎡
核ﾃﾅﾝﾄ約2,900㎡

用途地域縁辺部への
拡散が進行

連担型店舗※の立地動向
（赤文字はH28以降）

※ 一体の大規模な敷地を建築物毎に敷地割することで、複数の店舗を立地させるもの

注） 合計面積には、開発区域内の店舗全てを含む

１．幹線道路沿線には、H23年の大規模小売店舗の立地規制後においても、合計面積
6,000㎡を超えるような連担型店舗の立地が継続しており、無秩序な市街地の拡散
を防止するため、このコントロールを図る必要がある。

２．特定用途制限地域の店舗面積の規制強化を図ることで、連担型店舗の立地につい
て、一定の抑制効果がある。
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既存不適格建築物への対応

 

 

参考：六条町・ハローズ（約3,000㎡）

幹線沿道型 店舗面積 現行3,000㎡ ⇒ 1,500㎡ とした場合

主要幹線道路沿道に立地する、店舗面積が1,500㎡を超える既存の店舗は、
いわゆる既存不適格となり、同規模での建替え等は大きく制限される。

【店舗面積3,000㎡未満】 例：スーパーマーケット、自動車用品店、ホームセンター
【店舗面積1,500㎡未満】 例：ドラックストア

１．既存不適格となる店舗が増加し、将来的には、既存店舗を含め、一定規模の店舗が
地域から撤退していくのは避けられない。

２．大型店舗が立地している主要幹線道路沿道（片側２車線以上）の店舗面積を、現行
の3,000㎡に据え置く場合、スーパーマーケット、自動車用品店等は、立地（建替）可
能となり、商業・経済活動に及ぼす影響は限定的となる。

4



店舗立地と周辺交通への影響

幹線沿道Ⅱ型（片側１車線）

店舗P

渋
滞
の
発
生

幹線沿道Ⅰ型（片側２車線以上）

店舗P

１．ホームセンターなどの大型店舗（店舗面積が必要）は、商品等の搬送や車での利用が
見込まれ、一定程度、郊外部の幹線道路沿道での立地を許容する必要がある。

２．片側１車線と比べて、片側２車線以上に接する店舗の場合、敷地側の車線を流入、
流出車線に見立てると、周辺交通に及ぼす影響は軽減できる。

流
入
・流
出
車
線

道路横断による
事故の危険性

中
央
分
離
帯

現行 3,000㎡

1,500㎡

⇓

現行 3,000㎡

現行から変更なし（3,000㎡）

⇓

5



【見直し案について】
 市民の日常生活に悪影響を及ぼすことがないよう配慮の上、
特定用途制限地域に関し、店舗を対象として、次のように許容範囲を改める。

● 幹線沿道Ⅰ型(片側２車線以上） 現行 3,000㎡ ⇒ 変更なし
幹線沿道Ⅱ型(片側１車線) 現行 3,000㎡ ⇒ 1,500㎡まで

● 一般・環境保全型 現行 1,500㎡ ⇒ 500㎡まで

【施行時期等】
 都市計画決定手続きの後、一定の周知期間を確保する。

【現状】

 用途地域外において、いわゆる連担型店舗を中心に、依然として幹線道路の沿線
に大規模店舗の立地が継続

無秩序な市街地の拡散を防止し、立地適正化計画で定めるこ
ととしている都市機能誘導区域に、商業施設等の都市機能を
緩やか、かつ、段階的に誘導するため、特に連担型店舗の立
地についてコントロールを図る必要がある。

特定用途制限地域の見直し
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新たに幹線沿道型へ「成合六条線の琴電琴平線高架部」を追加する。
また、高架部、掘削部の側道部に大型商業店舗等が立地すると、交通処理に支障があるため、既指定の
３か所について、幹線沿道型を廃止（一般・環境保全型へ変更）する。

追加 １ 成合六条線道路境界から50ｍで、現行の用途地域を除く部分
（ただし、琴電の跨線区間を除く。）

① 屋島東山崎線のJR高徳線アンダー部（春日町）
廃止 ② 国道193号の琴電琴平線高架部（寺井町）

③ 木太鬼無線のJR予讃線アンダー部（鬼無町藤井）

キナシ
大林病院JA農協

※廃止

屋島
自動車学校

※廃止

空港通り駅

※廃止

①

②

③

特定用途制限地域の見直し (供用路線への追加、高架部・掘割部の幹線沿道型の廃止)
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※追加

１


